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１ 裏面もご覧ください

回覧

【１月の主な実施行事】
・役員会：１月５日
・ごみ分別巡回：１月１０日・２４日
・夜間防犯パトロール：１月１２日
・さくら祭りキックオフ：１月２８日
・昼間パトロール：１月２８日

【２月の主な行事予定】
・ごみ分別巡回：２月７日・２１日
・役員会：２月９日
・夜間防犯パトロール：２月１６日
・さくら祭準備委員会：２月３日・１０日・１７日・２４日
・昼間パトロール：２月２５日
・きずな運営委員会：２月２５日

本年１月１日（月）午後４時１０分頃、能登半島を震源地として、最大震度７という強烈な地震が発生しました。
当吉浜地区も同時刻、携帯に地震発生を知らせる警告音が鳴り響き、数秒後に建物がゆらりゆらりと揺れました。
亡くなられた方々にご冥福をお祈りするとともに、被災された方々にお見舞い申し上げます。
今なお不自由な避難生活を余儀なくされておられます。この惨事は他人事でなく、いつ当地域に災害が発生す
るか誰にもわかりません。もしもの事を想定してあらかじめ準備しておき、何か起こったとしても心配しないようにし
たいですね！今回は地震災害発生時の避難所をテーマに、特集として取上げます。

１．被災の状況

災害が発
生すると
写真のよう
に家屋が
倒れたり、
インフラ施
設の破損
が考えら
れます。

当地区における被害想定として、風雨・高潮等による風水害、地震による揺れ・津波・火災等による地震災害
が考えられます。

２．避難生活

地震発生当初は公園などの広い場所に一時避難し、その後は避難生活を続けていかなければならない為、
そのための避難先として
①市が提供する避難所 ②自宅避難 ③車中泊避難 ④野営避難等が考えられます。

小学校等の体育館による集団避難

自宅避難車中泊避難

農業用ビニー
ルハウスでの
野営避難

段ボールベッドの組立て プライバシーを配慮した集団避難

住み馴れた家屋が倒壊 電気・通信施設の破壊 道路・ガス・水道設備の破壊

防災シリーズ No．１５



２

監事
内藤潤治

会⾧
阿部泰三

副会⾧
柘植栄子

会計
内藤恭

監事
塩田克二

事業部⾧
脇本慎一

書記
竹内利宏

３．地震災害時の避難所

３．１ 避難所は次の災害時に開設されます
【地 震】高浜市に震度５強以上の揺れが発生 又は
【津 波】伊勢三河湾に大津波警報の発令

３．２ 避難所
吉浜地区は、吉浜小学校を避難所として開設します （参考：風水害時は吉浜公民館）

３．３ 避難所入所までの手順
①避難所開設準備
・応急危険度判定士による建物（体育館等）の安全性確認
・避難者受付準備（設備の確認、感染症対策、出入口の指定、土足・立入・占用禁止措置 等）

②避難者受入れ
・市役所災害対策本部に受入れ開始連絡
・健康チェック、避難者登録票の記入
・避難所以外に滞在する避難者対応（自宅避難、車中泊避難、野営避難等避難先を把握）
・ペットの登録
・避難者誘導
・避難者集計と市役所災害対策本部に報告
・避難所環境整備

避
難
者
登
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避難所での避難者受入れ一次避難場所から避難所へ誘導


